
別紙　軽自動車（貨物、新車）車両仕様

排出ガス 燃料基準値 名称表示 付属品

1 
東伯郡湯梨浜町石脇1166

2
貨物（キャブ
オーバー）

2ドア 4WD ＡＴ 0.65以上
平成30年排出ガス規制レベル以上に
適合

別表２に掲げる基準を満たすも
の

別表Ａの区分１に掲げ
る付属品

R8.10.9 R14.3.31 1,500 防錆加工

注）１上記のうち、付属品については特に指定がない限り、純正品とする。ただし、純正品がない場合は、販売店装着オプションでも可とする。
　　２上記のうち、借入場所及び住所については組織改正等により変更することがある。その際は、契約条項に基づきあらかじめ協議の上、別途通知する。

別表１ガソリン乗用車に係るJC08モード又はWLTCモード燃費基準　※環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和８年２月）より抜粋
燃費基準値

車両重量が741㎏未満 24.6㎞/L以上
車両重量が741㎏以上　　　856㎏未満 24.5㎞/L以上
車両重量が856㎏以上　　　971㎏未満 23.7㎞/L以上
車両重量が971㎏以上　　1,081㎏未満 23.4㎞/L以上
車両重量が1,081㎏以上　1,196㎏未満 21.8㎞/L以上
車両重量が1,196㎏以上　1,311㎏未満 20.3㎞/L以上
車両重量が1,311㎏以上　1,421㎏未満 19.0㎞/L以上
車両重量が1,421㎏以上　1,531㎏未満 17.6㎞/L以上
車両重量が1,531㎏以上　1,651㎏未満 16.5㎞/L以上
車両重量が1,651㎏以上　1,761㎏未満 15.4㎞/L以上
車両重量が1,761㎏以上　1,871㎏未満 14.4㎞/L以上
車両重量が1,871㎏以上　1,991㎏未満 13.5㎞/L以上
車両重量が1,991㎏以上　2,101㎏未満 12.7㎞/L以上
車両重量が2,101㎏以上　2,271㎏未満 11.9㎞/L以上
車両重量が2,271㎏以上 10.6㎞/L以上

備考）「車両重量」とは、道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第１条第６号に規定する空車状態における車両の重量をいう。以下別表２について同じ。

別表２ガソリン小型貨物車に係るJC08モード又はWLTCモード燃費基準　※環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和８年２月）より抜粋

自動車の
構造
構造A 25.3㎞/L以上
構造B 18.4㎞/L以上
構造A 22.5㎞/L以上
構造B 17.8㎞/L以上
構造A 20.4㎞/L以上
構造B 17.3㎞/L以上
構造A 18.7㎞/L以上
構造B 16.8㎞/L以上
構造A 16.7㎞/L以上
構造B 14.7㎞/L以上

備考）１「構造A」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する構造をいう

　　　　　①最大積載量を車両総重量で除した値が0.3以下となるものであること。

　　　　　②乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、当該車室と車体外とを固定された屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切られるものであること。

　　　　　③運転者室の前方に原動機を有するものであること。

　　　２「構造B」とは、構造A以外の構造をいう。

別表Ａ　　付属品一覧

１　貨物[ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞｰ]
　　(4WD)

ＦＭ付カーラジオ（標準装備、メーカーオプション及び販売店装着オプションのいずれにも設定がない場合に限り社外品も可）、エアコン、パワステ、ラジアルタイヤ（メーカー標準仕様、ホイールを含む。）及びス
タッドレスタイヤ（国内メーカーのものに限る。ホイールを含む。）、タイヤチェーン（社外品可）、運転席/助手席エアバック、コーナー（リア）センサー（社外品可）、防錆加工、停止表示器材（三角表示板）
（社外品可。ただし、道路交通法施行規則の基準にあてはまるもの）、ドライブレコーダー（社外品可。別記「ドライブレコーダー仕様書」の仕様を満たすもの。）

仕様番号
駆動

トランス
ミッション

定員
（人）

区分

用途
借入場所 総排気量

（ℓ）
備考その他環境基準

終了日開始日

月間予想
走行距離
（㎞）

車　　　両　　　情　　　報 賃貸借期間

軽貨物車

住所

741kg以上856kg未満

ドア

区分

栽培漁業センター

変速装置の方式
燃費基準値

区   分

1081kg以上1196kg未満

付　　　　属　　　　品

971kg以上1081kg未満

手動式以外のもの

741kg未満

856kg以上971kg未満

車両重量自動車の種別


